
Ⅷ．船員

　　（１）　船種別・船舶・船員の推移

区分

年度

295 1,035 472 2,989 260 877 1,027 4,901

295 1,072 448 2,916 259 867 1,002 4,855

292 1,115 432 2,832 265 887 989 4,834

288 1,111 422 2,768 269 912 979 4,791

283 1,109 412 2,717 270 878 965 4,704

計 263 1,054 393 2,561 269 872 925 4,487

本局 119 534 69 116 122 375 310 1,025

三重 9 36 4 32 56 147 69 215

鳥羽 69 187 79 679 28 130 176 996

静岡 26 143 113 1,315 23 104 162 1,562

下田 33 137 58 94 12 24 103 255

福井 7 17 70 325 28 92 105 434

注 (1)　各年度１０月１日現在の数字である。

(2)　隻数は管内における主たる労務管理を行う事務所が船員を

 　　乗り組ませている船舶の数である。

(3)　船員数は管内における主たる労務管理を行う事務所で雇用

 　　している数とし、予備員・非雇用船員を含まない。
(4)　水産高校練習船、漁業取締船等は漁船に区分した。
(5)　その他とは曳船、押船、作業船等である。
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